
令和５年度第１回愛西市行政不服審査会 次第 

 

日時：令和５年７月１４日（金） 

午後２時から 

場所：愛西市役所 南館 ２階 

会議室２－５ 

 

１ 開会 

 

 

 

２ 議事 

（１）審査請求手続きの流れについて 

 

 

 

（２） その他 

 

 

 

３ 閉会 

 

 

 

【配布資料】 

資料１ 諮問説明書（生活保護変更決定処分取消請求事件） 

資料２ 審査請求手続きの流れ 

 



 
愛西市行政不服審査会委員名簿 

 
 

（五十音順・敬称略） 

氏  名 任期 備 考 

浅井
あ さ い

 裕
ひろ

久
ひさ

 
令和4年6月1日から 

令和7年5月31日 

 H24.6.7～ 

愛西市固定資産評価審査委員

会委員 

H28.6.1～ 

愛西市行政不服審査会委員 

安
あ だ ち

  清
きよし

 
令和4年6月1日から 

令和7年5月31日 

H25.6.17～ 

愛西市固定資産評価審査委員

会委員 

H28.6.1～ 

愛西市行政不服審査会委員 

飯田
い い だ

十
と

志
し

博
ひろ

 
令和4年6月1日から 

令和7年5月31日 

元市職員 

H26.4.1～ 

愛西市情報公開審査会委員 

H28.6.1～ 

愛西市行政不服審査会委員 

杦
すぎ

田
た

 勝彦
かつひこ

 
令和4年6月1日から 

令和7年5月31日 

弁 護 士 

H25.8.21～ 

愛西市情報公開審査会委員 

H28.6.1～ 

愛西市行政不服審査会委員 

弓削
ゆ げ

  恵
めぐみ

 
令和4年6月1日から 

令和7年5月31日 

税 理 士 

H17.4.1～ 

愛西市情報公開審査会委員 

H28.6.1～ 

愛西市行政不服審査会委員 

 
  



審査請求人等 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処分庁等 

（処分担当課） 

審査庁 

（裁決担当課） 
審理員 愛西市行政不服審査会 

 

 

 

 

※ほかの法律又は条例に定めが

あるときは、口頭による審査

請求も可能。 

 

※代理人による審査請求も可

能。（§12） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※審理員意見書の作成に当たっては、上司の指揮命令を受けず、独

立して自らの名において行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○設置根拠 

 ・地方公共団体におかれる付属機関（§81①） 

 ・組織及び運営に関する事項を条例で規定 

（§81④） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○調査審議の手続 

 ※総務省におかれる行政不服審査会の手続を準

用（§81③） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 執行停止(§25）及びその取消し(§26） 

情報提供(§84） 

処理状況の公表(§85） 

原処分 

弁明書の提出(§29) 

書類その他の物件

の提出(§32②) 

諮問書の作成 

第三者機関への諮問（§43） 

標準審理期間の設定（§16） 審理手続 

処分庁等から提出される弁明書、審査請求人から提出される

反論書等をもとに事実関係や双方の主張を整理。 

 

1． 審査請求書の写しの送付（§29①）〔→処分庁等〕 

 弁明書の提出要求（§29②）〔→処分庁等〕 

2． 弁明書の送付（§29⑤）〔→審査請求人・参加人〕 

審査請求人・参加人による反論書・意見書の提出（§30） 

3． 審理手続 

・口頭意見陳述の実施（§31） 

・審査請求人・参加人による証拠書類等の提出、処分庁等

による書類その他物件の提出（§32） 

・書類その他の物件の提出要求（§33） 

・参考人の陳述、鑑定（§34）又は必要な場所の検証の要

求（§35） 

・審理関係人への質問（§36） 

4．審理手続の計画的遂行のための意見聴取（§37） 

5．審査請求人・参加人による提出書類等の閲覧等（§38） 

6．審理手続の併合又は分離（§39） 

7．審理員による執行停止すべき旨の意見書の提出（§40）

〔→審査庁〕 

8．審理手続の終結（§41） 

審査請求書の提出（§19） 

反論書・意見書の提出(§30) 

口頭意見陳述（§31） 

証拠書類等の提出（§32） 

提出書類等の閲覧・謄写の

請求（§38） 
裁決(§44～§50） 

 裁決書送達(§51）〔→審査請求人〕 

 裁決書送付(§51）〔→参加人・処分庁〕 

証拠書類等の返還(§53） 

※審査請求書に必要的記載事項が記載されて

いるかを確認する。 

※審査請求書に不備がある場合には、相当の

期間を定め、その期間内に補正すべきこと

を命じなければならない。 

※審査請求人が期間内に不備を補正しない 

ときは、審理手続を経ないで、裁決で、当

該審査請求を却下することができる。 

審理員意見書の作成、審査庁への提出(§42） 

審 議 

 

答 申 

〈諮問を要しない場合(§43)〉 

・処分や裁決の際に審議会等の議を経ている場合 

・審査請求人から、愛西市行政不服審査会への諮問を希望しない旨の申出が出されている場合（参

加人から諮問しないことについて反対する旨の申出が出されている場合を除く。） 

・審査請求が不適法であり、却下する場合。 

・審査請求の全部を認容する場合（参加人から意見書又は口頭意見陳述においてこれに反対する旨

の意見が提出されている場合を除く。） 

等 

※審理員候補者名簿に記載されている者から審理

員を指名。 

※審査請求に係る処分に関与した者（不作為に係る

処分に関与することとなる者）は、審理員になる

ことができない。 

審査請求書の受付・適法性検査 

（§４,18,19,23,24） 

審理員の指名（§９） 

１ 

４ 

５ 

６ 

７ 

８ 

２ 

３ 

審査請求手続きの流れ 

※利害関係人の参加許可（§13）等 

・審査関係人(審査請求人・審査庁等）に対す

る主張書面又は資料の提出要求、適当と認

める者の陳述・鑑定の要求等(§74） 

・口頭意見陳述の実施(§75） 

・委員を指名し、調査権限の付与及び口頭意

見陳述の聴取をさせることができる(§77） 

・審査関係人による資料の閲覧等(§78） 

・答申書の写しを審査請求人・参加人へ送付、

答申の内容を公表(§79） 

審理員を指名した旨の通知（§９） 

資料２ 


